
都市農地活用支援センター 定期講演会 ２０２０
開 催 案 内

東京ウィメンズプラザ
地下ホール （東京都渋谷区神宮前５-５３-６７）

１１月１０日（火）
１３：１５～１６：３０ （ 開場：１２：４５ ）

（下記連絡先参照）。
※WEBサイトにアクセスできない場合は、e-mail または faxにて 「①会場に来場」または「②オンライン視聴」の別を明記し、

氏名・所属・住所・e-mail・telを記載の上、下記連絡先宛に送信ください。

参加費無料

■主催・連絡先：一般財団法人 都市農地活用支援センター
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-13 岩本町寿共同ビル４階
http://www.tosinouti.or.jp/ e-mail: moushikomi@tosinouti.or.jp  
tel : 03-5823-4830 fax : 03-5823-4831

■共催：定期借地権推進協議会
■後援：国土交通省、全国農業協同組合中央会

＜講 師＞ 岡 部 明 子 氏
（東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授）

利用権の観点から農と住を考える

国土交通省 都市局 都市計画課
農林水産省 農村振興局 農村政策部 都市農村交流課 都市農業室

【 参加・申込方法 】

【 内 容 】

申込サイト

【 日 時 】 【 会 場 】

農空間への市民ニーズの拡がり

申込先着順

国土交通省提唱

「土地月間」
参加行事

講演 ２

都市農地－市場の〈外〉にあることの価値
講演 １

都市農業・都市農地をめぐる状況について
情報提供

【 定 員 】 ①会場：１２０名 ②オンライン視聴：５００名
※ 会場はソーシャルディスタンス確保のため、例年の半分以下の座席数としています。

＜講 師＞ 大 木 祐 悟 氏
（定期借地権推進協議会 運営委員長）

当センターホームページの申込サイトよりお申込みください

http://www.tosinouti.or.jp/seminar/index.html#seminar_new


■講師プロフィール

■お知らせ

● 都市農地活用支援センター情報誌
「 都 市 農 地 と ま ち づ く り 第 7 5 号 」

10月下旬にホームページ掲載予定
http://www.tosinouti.or.jp/

生産緑地法等の改正、都市農地の貸借円滑化法、地方自治体
の取り組み、その他、都市農地をめぐる新たな動き等について、本
講演会に関連する情報を多数掲載しています。こちらも併せてご
覧ください。

本講演会は、都市農地の関係者をはじめとして幅広い層の方に、都市における貴重な資源である農地の役割と
利用・保全のあり方を考える契機としていただくため、毎年、国土交通省が提唱する「土地月間」に併せて実施して
いるものです。
今回は、昨今の生産緑地法等の改正や、都市農地の貸借円滑化法の成立など、都市農業・都市農地を取り巻く

一連の法制度の改正等を踏まえた農空間の市民ニーズの拡がり等についてとりあげます。まず、国土交通省、農
林水産省の担当官より新たな制度とその活用状況等の最新情報を提供いただきます。 講演１では、「都市農地
－市場の〈外〉にあることの価値」と題し、今後の都市農地・都市農業の展開についてお話いただきます。 講演２
では、「利用権の観点から農と住を考える」と題し、定期借地権について実務の専門家よりお話いただきます。
多数の皆さまのご参加をお待ちしております。

■ 開催趣旨

■会場へのアクセス

●渋谷駅宮益坂口から徒歩１２分
（ＪＲ・東急東横線・京王井の頭線・東京メトロ副都心線）

●表参道駅 Ｂ２出口から徒歩７分
（東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線）

●都バス（渋８８系統）
渋谷駅から２つ目（４分）青山学院前バス停から徒歩２分 敷地入口

青山通り

東京大学大学院新領域創成科学研究科教授。環境学博
士（2005年）。建築家。東京生まれ。1985年、東京大学工学
部建築学科卒業後、1987年まで磯崎新アトリエ（バルセロ
ナ）に勤務。その後、日本に戻り1989年、東京大学大学院
建築学専攻修士課程を修了し、再びバルセロナへ。1990年、
堀正人とHori & Okabe, architectsを設立、建築などのデザ
インを手がける。1996年より東京。2004年より千葉大学助
教授などを経て、2015年より現職。
著書に、『高密度化するメガシティ』（編著、東京大学出版
会、2017）、『バルセロナ』（中公新書、2010）、『サステイナブ
ルシティ－EUの地域・環境戦略』（学芸出版社、2003）、
『ユーロアーキテクツ』（学芸出版社、1998）、ほか。

早稲田大学商学部卒。旭化成工業（株）入社後、
1993年から、借地問題、集合住宅、都市農地問題、高
経年マンションの再生等をはじめとする不動産コンサ
ルティング業務に携わる。現在は、旭化成不動産レジ
デンス（株）マンション建替え研究所に所属。
また、2007年から定期借地権推進協議会推進協議
会運営委員長に就任、現在に至る。
著書「定期借地権活用のすすめ」、「マンション建替
えの法と実務」（共著）他、2022年問題については、住
宅新報で本年４月に連載等。

岡部明子氏
（おかべ あきこ ）

大木祐悟氏
（おおき ゆうご）

（東京大学大学院新領域創成科学研究科教授） （定期借地権推進協議会運営委員長）


